
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  法定相続情報の添付書面                  

Ｑ：法定相続情報証明制度が始まったそう

ですが、申し込みをするときにどのような書

類がいりますか？                                     

                                              

Ａ：次の書類が必要です。  

【解説】  

法定相続情報証明制度は、相続登記を促進

させるための制度で、相続人が被相続人や相

続人の戸除籍を収集して、法定相続情報一覧

図を作成していったん登記所に提供すれば、

登記官がその写しを作成して、必要通数を交

付してくれるという制度です。相続人は、何

度も同じ書類を取り寄せる必要がなくなると

いうメリットがあります。  

一覧図には、次の書類を添付します。  

 ①被相続人の出生時から死亡時までの戸籍及

び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書  

 ②相続人の戸籍謄本、抄本又は記載事項証明

書  

 ③被相続人に係る住民票の除票や戸籍の附票  

 ④申出人が相続人の地位を相続により承継し

た者であるときは、これを証明する書類  

 ⑤申出書に記載されている申出人の氏名及び

住所と同一の氏名及び住所が記載されてい

る市町村長その他の公務員が職務上作成し

た証明書(その申出人が原本と相違ない旨を

記載した謄本を含む) 

 ⑥代理人によって申出をするときは、代理人

の権限を証する書類  

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１７年）平成２９年   月   日 水曜日 ７１ ２

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

5 7 5 2  

 

号 

ホーム ＞  バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所 ／ 相続税申告相談センター（編集・発行：税理士 三輪厚二） 

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.souzokuzouyo.com  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.souzokuzouyo.com
http://www.souzokuzouyo.com/souzoku-soudan/index.html

